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書 評 『デザイ ン理論』40/2001

加藤哲弘 ・喜 多村 明里 ・並木誠士 ・原久子 ・吉 中充代共 編

『変貌 す る美術館 現代美術館学II』

昭和堂2001年

宮島久雄/国立国際美術館

本書は 「はしがき」 にあるとお り,『現代

美術館学』(1998)の 続編である。(前著につ

いての野口榮子氏書評は本誌第37号 に掲載。)

続編であることは構成が同 じであることに現

れている。開催されたいくっかの展覧会の批

評紹介を構成の中間に置いて(第II章,本 書

では批評的なコラムをうまく挟んでいる),

前部分には概観的な論説を(第1章),後 部

分にはやや専門的個別的な記事を置く(第 皿

章)と いうふ うに全体は3部 構成になってい

る。また,変 貌するベルリン美術館情報など

さまざまな最新情報をコラムとして散 らして

いることでも前著を引き継いでいる。文系大

学の卒業生に学芸員志望者が多 くなってかな

りの年月がたつが,教 科書としても役立っこ

の種の著書がかくも短時日において進歩を遂

げたことに感心させられるとともに,も っと

も緊急的なことは学芸員志望の卒業生を年 々

送 り出す大学側 と受け入れたくても受け入れ

られない美術館側 という日本の制度的ギャッ

プを埋める方策を考えることではないかと思

われてならない。

内容の点で,前 著が 「現代」 と冠するもの

の一般的な 「美術館学」入門書 という性格を

持つのに対 して,本 書はコラムに見 られるよ

うに,「現代の」美術館がかかえている問題

を,2001年 現在という時点で取 り上げている。

その意味で本書 は前著の後部分,と りわけ

「模索する美術館」 という終章を展開 した も

のともいえる。 しか し,そ れだけなら,本 書

はただ前著を補完 しただけのものとなって し

まう。実際には,本 年の4月 か ら実施された

国立美術館の独立行政法人化を取り上げた第

1章 の冒頭で も論 じられているように,日 本

社会 における美術館自体の存在意義,運 営の

仕方などを問わざるを得ないという,き わめ

て現代的な発想があるように思われる。 この

ことは,前 著発行か らわずかに3年 しかたっ

ていないことを考えると,美 術館を取り巻 く

状況が日本においても急激に変化 した,正 確

にいえば,美 術館自体の存在が急激に意識 さ

れ始めたためだということができる。

しか し,独 立行政法人に限っていえば,こ

のような状況 は地方公共団体立美術館の財団

化というというかたちで,国 立美術館の独立

行政法人化以前からあった。その意味で独立

行政法人化の問題は,国 立美術館が公立美術

館にならったのだともいえるのである。 その

ような動きの渦中にある評者にいえることは,

本書の面白さは,財 団化,独 立行政法人化を

今後美術館運営に利用する際に有益な展望を

示 してもらえたか,ど うかにかかっている。

ハンドブック的な性格の本書にとってそ うい

う問題は過大にすぎると思われるかもしれな

いが,読 み方によっては必ずしもそうではな

い。本書はそれだけの内容 と思考のきっかけ

を十分に与えている。

最初に,少 し訂正を しておきたい。第1章3

の独立行政法人についてであるが,発 足する

以前の資料によってよく書かれていると思 う

が,独 立採算,中 期目標,中 期計画 について

の記述に間違いがある。まず,独 立行政法人

は運営資金のほとんどを国か らの交付金でま

かなうのであるから,普 通の意味での独立採

算ではない。運営経費の一部に,予 想される

入館料収入が計上されているという点では独
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立採算的なところもあるが,そ れを簡単に独

立採算だといってしまうと正確ではない(p.

5)。 もともと筆者 も正確に引用 しているとお

り,独 立行政法人は国が直接実施する必要は

ないが,民 間では実施されない恐れがある事

業を行 う法人であるか ら,国 も独立採算 まで

は考えていない(p.16)。 次に,中 期 目標は

法人ではなく,主 務大臣がっ くることになっ

ており,法 人が作るのは中期目標にもとつく

中期計画である。ともに期間は3年ではなく,

5年 である(p.24)。 以上が訂正箇所である。

全体として独立行政法人にっいてはよく書か

れているが,先 に述べたとおり,財 団化の進

んでいる公立美術館との比較は是非書いてほ

しかった。 この点では後発の独立行政法人の

ほうが学ぶ ことが多いと思われ,そ れによっ

て,運 営形態における基本的な問題がより明

確になったと思われるからである。

地域振興型美術館

最初に書いたように,い ま日本においても

美術館の存在意義があらためて問われ始めて

いる。国立の場合,行 政改革の一環 として独

立行政法人化ということが実施 されたが,こ

れは行政改革の一環としての措置であって,

美術館自体 の問題か ら要請 されたものではな

い。従って,新 しい運営形態 もこれからの美

術館のありかたを思考の中心に置いておかな

ければ,単 なる表面的な改装にとどまってし

まう。

美術館運営になんらかの方法で競争原理や

企業経営方式を取り入れるというのは今や世

界的な傾向であって,日 本でも避けて通れな

い道ではある。編者 はあとがきで,パ リの観

光客がすべてルーヴル美術館(こ こも国直営

ではなく,公 共企業体 となっている)へ 行 く

のに,日 本人は日常的に美術館へ行 こうとし

ないと書いている(p.252)。 た しかにそう
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だ。だが,美 術館はすべてルーヴル美術館の

ような観光地型施設であるのがよいのだろう

か。そうではないだろう。すべての美術館が

ルーヴルのように超一級の作品をそろえてい

るわけではない。美術館にもいろいろあって

よいはずだし,反 面,多 種多様なあり方の中

で,美 術館として譲れない一線があるのでは

ないか。単なる娯楽施設で もな く,遊 園地で

もなく,教 育的文化的な施設として美術館,

本来の美術館をどう考えるかは読者 に任 され

ているのであるが,以 下その観点か らの感想

である。

本書の第1章3以下ではまずさまざまな美術

館があることが論 じられる。美術館 としてま

ず 「観光地型」美術館がある(p.32)。 この

型には 「ガラス,メ ルヘン,絵 本,お もちゃ,

ジュエリー,人 形」など従来の美術館 ・博物

館が扱わなか ったジャンルを展示する施設が

多いという。いってみれば,観 光地型美術館

とは独身女性や元気のいい主婦層をターゲッ

トにした観光土産物屋に,娯 楽性を持たせた

施設のようなものだろう。

観光地型美術館の次は 「地域振興型」美術

館である(p.35)。 いわゆる町お こし,村 お

こし型美術館である。 この型の目的の多 くは

地域経済の振興であり,そ の一手段 として観

光があるか ら,「観光地型」 美術館 もこの一

種だと評者は考える。筆者が徳川美術館や丸

亀市猪熊弦一郎現代美術館をその成功例 とし,

奈義町現代美術館をその失敗例 としてあげる

際の基準は,も っぱら観客動員数や運営 にか

かわる地域住民との関係などである。

遊園地型美術館

地域振興型美術館の次は 「遊園地型美術館」

である。本書では,社 会全体がア ミューズメ

ント化するなかにおける美術館のあり方が論

じられている(p.118以 下)。美術館のアミュー



ズ メ ン ト化 に関 す る キ ー ワ ー ドは 「参 加」 と

「体 験 」 だ とい う。 美 術 館 以 外 の ア ミュ ー ズ

メ ン ト施 設 と して は デ ィズ ニ ー ラ ン ドや ハ ウ

ス テ ンボ ス の よ う な テ ー マパ ー クが あ る。 そ

れ に対 して美 術 館 の ア ミュ ー ズ メ ン ト化 と は,

ミュ ー ジ ァ ム シ ョ ップが 土 産 物 屋 化 した り,

ワー ク シ ョ ップ が客 寄 せ イ ベ ン ト化 した りす

る こ とが イ メ ー ジ さ れ る が,重 要 なの は ア ー

トと鑑 賞者 との間 に成 り立 っ 出会 いを ア ミュー

ズ メ ン ト化 させ る こと な の だ と い う。 好 例 と

して い くっ か の展 覧 会 に お け る鑑 賞 経 験 が あ

げ られ て い る。 しか し,鑑 賞 に は ア ミュ ー ズ

メ ン ト的 な要 素 が あ って よ い と は思 うが,鑑

賞 自体 が ア ミュー ズ メ ン トだ とは い え な い だ

ろ う。

別 の筆 者 は テ ー マ パ ー ク型 美 術 館 の代 表 と

して,ア メ リカ で は ゲ ッテ ィ美 術 館,日 本 で

は直 島 コ ンテ ンポ ラ リー ア ー ト ミュ ー ジ ア ム

を あ げ て い る(p.91)。 そ こで い わ れ て い る

テ ー マ パ ー ク型 美 術 館 とは 「閉鎖 空 間 の な か

で美 術 を楽 しむ,堪 能 す る」 施 設 だ と い う。

い って み れ ば,そ れ は複 合 型 シ ョ ッ ピ ング セ

ン ター の よ うな もの で あ って,美 術 館 は そ の

一 部 分 を構 成 す るだ け で あ って
,美 術 館 自体

の性 格 や特 徴 に つ い て の言 及 は な い。 多 分,

筆 者 が建 築 家 だ か らだ ろ う。 建 築 家 に と って,

建物 以 外 の 美術 館 の 特徴 は意 識 に な い の で あ

る。

美術 館 建 築 とい え ば,有 名 建築 家 が設 計 し

た とい う美 術 館 も取 り上 げ られ て い る。 ハ ン

ス ・ホ ラ イ ンや ジ ェ ー ム ズ ・ス タ ー リ ン グ

(p.86),フ ラ ンク ・ゲ ー リーや リチ ャー ド・

マ イ ヤ ー(p.78),磯 崎 新 や伊 東 豊 雄(p.78),

彼 らの 設 計 に よ る美 術 館 が そ れ だ け で話 題 に

な り,人 寄 せ に貢 献 して い る こ と もあ ろ う。

しか し,ホ ライ ンが7年 前 に設 計 した メ ン ヒェ

ング ラー トバ ッハ 美 術 館 が 今 で も多 くの人 を

集 め て い るの か,あ る い はゲ ー リー設 計 の ビ

ルバオ ・グッゲンハイム美術館に多 くの人が

来るのが,有 名建築家の設計だけのせいなの

か,残 念なが ら評者は知 らない。

これまで見てきたことをまとめよう。美術

館経営を成功させるには,ま ず,ル ーヴルの

ように超一級の作品をそろえることだろう。

これは容易いことではない。世界的に見ても

十館 とはない。収蔵作品だけで観客を呼べな

いとすれば,そ の他の手段を考えなければな

らない。観光地に設置するとか,遊 園地など

との複合施設にしてなるべ く不特定多数の客

を見込むことである。これらはすべて美術館

め運営,極 論すれば,美 術館営業論である。

こういう点でもルーヴルは格外である。文化

観光都市パリにあって,世 界中の観光客を集

め,多 数の入館者か らもたらされる入館料収

入は,そ れによってパ リだけでなく,フ ラン

ス全土の美術館を支えるまでになっていると

いう。また,観 客の層 も一般観光客だけでは

なく,専 門家や多 くのパ リ市民をも含めてい

る。

しかし,よ い面ばか りではない。名だたる

作品が多すぎることは,そ れだけで教育的環

境 としての条件を整えており,そ れ以上のサー

ビスを必要としないともいえようが,観 客が

多すぎて,教 育的観点からのサービスが十分

だとも思われない。 ここで評者は地域密着型,

公民館型と呼べる美術館 もあってよいのでは

ないかなどと考えてしまう。 この場合の地域

とは観客としての周辺地域住民のことである。

しか し,そ の場合,ど のような特徴ある所蔵

作品をもった美術館が考えられるだろうか。

オーディエンスのための美術館 という発想も

あるが(p.234),そ れですべてが解決でき

るわけではない。

美術館の評価

入館者数といったこと,っ まり経営,営 業
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といったことか ら美術館を考えるには限界が

ある。いっまでたっても収蔵作品や展覧会の

ことには行 き着かない。 これだけ美術館が多

くなると,作 品や展覧会の質のようなことは

いっておれない。話題は一挙に美術館の評価

ということに行 き着 く。本書 で も,〈 適切

に〉それは取 り上げられている。

しか し,ア ウ.トカムの指標例として 「美術

館を利用 したことがない住民の満足度」があ

げられているの見たとき,こ の方面にまった

く疎い評者にもこれには手本があると感 じら

れた(p.127)。 同 じ例が,評 者 の見た政府

案にもあげられていたか らである。勿論本書

発行以前のことだから,本 書が手本となった

ことはありえない。 この指標例には開いた口

が塞が らないというのが率直のところである。

利用 したことのない住民の 「認知度」といっ

たことなら考えられるし,そ れは重要なこと

である。 しかし,一 項目だとはしても,利 用

したことのない人の 「満足度」を,仮 にある

として測定 して,美 術館の評価にっなげると

いうことなど許されることだろうか。筆者 も

美術館利用者が住民の中ではやや特異な属性

のグループだという認識はもっているし(p,

135),評 価を判断するのは最終的には美術館

自体 となるべきだともいう(p.137)。 また,

評価を施策や美術館活動にフィー ドバ ックす

る必要性 も説いている(p.133,p.135)。 し

か し,こ れらは言葉だけのようだ。 もし,心

底そう思 っているのなら,美 術館,し かも現

在の日本の美術館に即 した評価案例について

書 くべきであった。

評価についての記述に際 して例示されてい

るのは東京都の現代美術館 らしい。1999年 の

都知事選挙でその運営が批判され,そ の際に,

美術館が閉鎖された場合に生 じる悪い影響を

もっと強 く主張すべきだったとも書いている

(p.123)。 そういう為にも行政評価が必要 な
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のだという。土述のように,そ の例 として書

かれた第1章11の 評価例がそれに適 している

とはとても思えない し,も っと気になるのは

評価の枠組 として 「政策一施策一事業」 とい

うッil,一 造をあげて,「現代美術館」 とい

う施策は 「都市文化の創造」 という政策を明

確にしたものではないといっている点だ(p.

125)。 つまり 「現代美術館」がどのような都

市文化を創造 していくのか明確ではないとい

うことらしい。美術館による都市創造がどの

程度明確になると筆者が考えているのかよ く

分か らないのだが,東 京都が,通 常はあまり

人の入 らない 「現代美術館」をうまく運営 し

て初めて,都 市文化の創造 といえるのであっ

て,明 確でないどころではない,き わめて明

確だと評者 は思 う。 ツリー構造を考慮 しない

で,「事業」だけの評価をするなち,そ のよ

うな評価は無意味になるし,そ のような評価

を強い られる美術館 こそ被害者である。

学芸職の機能分化

本書の最後の部分第皿章は,最 近 日本でも

存在 し始めた学芸職の機能分化について,職

制の観点か ら書かれている。 しか し,こ れを

読めば,美 術館の仕事では所蔵品の保存 ・管

理と美術館情報の作成 ・発信が重要であるこ

とがわかる。日本の美術館の場合,一 時的な

展覧会企画に重点を置いて,多 くの入館者を

見込むという状況は,所 蔵作品の増加 ・蓄積

とともに,変 えるべき段階に達 しているよう

に思う。従来,美 術館の仕事 は作品の収蔵 ・

保管 ・展示だといわれてきた。 しか し,実 際

にはそれとともに,あ るいはそれ以上 に一時

的な展覧会企画が優位を占めてきた。 これか

らの美術館業務は本来の収蔵 ・保管 ・展示に

戻るだけではな く,そ れを作品収蔵 ・保管と

情報作成 ・発信 という2側 面,「 もの」 と

「情報」の2側 面に絞 るのが望 ま しいように



思 う。 そ れ は 「雑 芸 員 」 の仕 事(p.201)を

再 整 理 す る こ とに な る だ ろ う。

この よ うな観 点 は,ド イ ッ の ク ンス トハ レ

(本 書 で ク ンス トハ レは 「自前 の コ レ ク シ ョ

ンを もた ず,企 画 展示 を主 とす る施設 亅とな っ

て い るが(p.61,p.241注),ハ ン ブル クや

ブ レー メ ンな ど作 品 を収 蔵 す る と ころ も結 構

あ る。)や 水 戸 芸 術 館 の よ う な作 品 を 収 蔵 し

な い 「美 術 館?」 で は な く,い ま一 度 旧来 の

意 味,つ ま り作 品収 蔵 庫 と して の 「美 術 館 」

を再 考 す る こ とで もあ る し,ま た,現 代 美 術

界 で も っ と も活発 な ビエ ンナ ー レ,ト リエ ン

ナー レ形 式 の 芸術 祭 的 な催 しな ど との関 連 も

考慮 す る こ とを促 す こ とに もな る はず で あ る。

本書 は こ う い う観 点 で も示 唆 に富 む とい え よ

う。
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